
設備ご担当者 様

省エネ補助金を利用して老朽設備を更新しませんか？

 設備更新（既設機の売却・廃棄）が前提の補助金です
 売却・廃棄する設備は必ずしも新設設備と同等設備の必要はありません
 他の補助金と違い「賃上げ要件」「新規性要件」などございません
 買い取りのほか、リースでの共同申請も可能です
 工作機械、プレス機、射出成型機、空調、照明などあらゆる設備が対象です

 弊社で専門コンサルタントのもと申請サポート致します！
 使えるかどうかわからないお客様、まずはご相談ください！

省エネルギー投資促進支援事業費補助金（省エネ補助金）とは
省エネルギーの推進を目的に省エネ設備への更新を支援するものです。

一次公募
公募期間：2024年3月27日～2024年4月22日

交付決定：2024年6月上旬予定

二次公募
公募期間：2024年5月下旬～2024年6月下旬

交付決定：2024年8月下旬予定

補助率 1/3以内（類型によって違いあり）

補助金額上限 1億円


